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相馬港オーナー花壇制度・オーナー募集要領 

令和３年７月１５日制定 

（目的） 

 第１ 福島県相馬港湾建設事務所（以下、「事務所」という。）では、関係団体と協力しながら相馬港湾

エリア内の花壇の植栽管理を行い、環境美化を図っています。 

この活動をより一層推進し、住民や利用者の皆さんの相馬港への愛着の醸成と環境美化への更なる意

識向上を図るため、「オーナー花壇制度」を開始し、参加者を募集します。 

（活動内容） 

 第２ 原釜海水浴場周辺の花壇の植栽及び維持管理･･･事務所が花壇の雑草の除去や追肥を行った状

態から、個人又は事業者等が草花を持ち寄り植栽し、定期的な花壇の除草や追肥を年間通じて行って

いただきます。 

※ 植栽の単位は、個人は１区画、事業者等の場合は１区画以上です（１区画は約２．４㎡）。 

※ 基本は、草花などの花き類とし、低木・高木は植栽の対象外です。また、家庭菜園（野菜の    

栽培等）はできません。 

※ 作業に必要なスコップや軍手等の用具類は各自ご用意願います。 

（応募条件） 

第３ 原則、以下に該当する、継続的な活動が可能な
．．．．．．．．．．

個人又は事業者等とします。 

(1) 相馬市内在住又は在勤する個人 

(2) 相馬港立地企業又は利用企業・団体等 

(3) (2)以外で当制度の趣旨に賛同する企業・団体等 

２ 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、申請の棄却又は取り消しを行います。 

(1) 暴力団（福島県暴力団排除条例（平成２３年３月１８日福島県条例第５１号）、以下「条例」と   

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。） 
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(3) 暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。） 

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する   

ことを目的とする活動を行う団体及び当該団体に所属する者 

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動を行う団  

体及び当該団体に所属する者 

(6) その他、事務所が不適当と認める者及び企業・団体等 

（応募方法） 

第４ 別紙申請書に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・FAX 又はメールにより提出してください。 

  【提出先】福島県相馬港湾建設事務所（〒９７６－００２１ 相馬市原釜字大津１８３） 

    電 話０２４４－２６－８７６８ ＦＡＸ０２４４－３８－８２００ 

    メール souma.kouwan@pref.fukushima.lg.jp 

 （登録） 

第５ 応募申請があったときは前条に掲げる内容を審査し、登録台帳に登録するとともに、割当区 画

をお知らせします。なお、申し込みが予定区画数に達した場合には、お断りすることがあります。 

（登録の更新） 

第６ 活動期間は登録日の属する年度の末日までとし、その後は自動更新となります。更新期間は１年

（年度）単位です。更新を希望しない、或いは転居等の事情により活動が続けられなくなった場合には、

その旨を事務所にご連絡ください。 

（個人情報の保護） 

第７ 登録申請書に記載された個人情報及び活動を通して入手した個人情報については、適正に管理し、

本事業の範囲内で使用します。 

（その他） 

第８ この要領に定めるもののほか、必要な事項は事務所が別に定めます。 
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（写真１）オーナー花壇の場所…原釜海水浴場周辺の花壇（道路の海岸側・赤く塗った部分）です。 

 

（写真２）植栽していただく花壇。一つの花壇は、下図のとおり４区画に分かれます。 
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※裏面：参加申請書 

 

年 月 日

（ふりがな） 　 　
氏　　名 性別 年齢

（企業・団体名） （個人の場合） （個人の場合）

企業・団体の場合
活動人数
　 〒

住　　所

　 電　話
緊急連絡先

携帯電話

メールアドレス

希望する区画数 区画

※個人は１区画、企業・団体等は１区画以上からお申し込みいただけます。

希望する ・ 希望しない

該当する方を○で囲んでください

いただいた個人情報はこの事業の範囲内で使用するものとし、ほかには利用しません。

【提出先】　　　福島県相馬港湾建設事務所
　　　　〒９７６－００２１ 相馬市原釜字大津１８３
　　　　電　話　０２４４－２６－８７６８
　　　　ＦＡＸ　０２４４－３８－８２００
　　　　メール　souma.kouwan@pref.fukushima.lg.jp

看板（活動者名・住所（大字まで））表示の希望

@

相馬港オーナー花壇制度　参加申請書

人
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